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引用 「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 文部科学省国立教育政策研究所
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21

本研究集会の主題の再確認

22

体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的な解決に向けた学
習過程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増
進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を次のとおり育成するこ
とを目指す。
（１）各種の運動の特性に応じた技能等及び個人生活における健康・安全につい

て理解するとともに，基本的な技能を身に付けるようにする。
（２）運動や健康についての自他の課題を発見し，合理的な解決に向けて思考し

判断するとともに，他者に伝える力を養う。
（３）生涯にわたって運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指

し，明るく豊かな生活を営む態度を養う。

「保健体育科の目標」 (学習指導要領解説 保健体育編 P24)

１ 発表者の実践ポイント ～授業づくりで常に立ち返るところは…～

（※下線等は、指導助言担当者が加筆）

保健体育科が教科として求められていること（教科の価値）

23

生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する観点を踏まえ、「運動

やスポーツを、その価値や特性に着目して、楽しさや喜びとともに体

力の向上に果たす役割の視点から捉え、自己の適性等に応じた『す

る・みる・支える・知る』の多様な関わり方と関連付けること」

１ 発表者の実践ポイント ～主題にある保健体育科の「見方・考え方」から～

「見方・考え方」(学習指導要領解説 保健体育編 P25 ※体育分野のみ掲載）

24



１ 発表者の実践ポイント ～「する・みる・支える・知る」の関わり方～

25

１ 発表者の実践ポイント ～単元の構想、目標の設定～

「指導と評価の一体化」のための学習評価に

関する参考資料～中学校 保健体育～(P41）

年間指導計画、
年間の指導と
評価の計画を
確認し、単元
の目標を設定。
（本単元の指
導事項と関
連）

26

１ 発表者の実践ポイント ～単元の目標の設定（補足）～

「指導と評価の一体化」のための学習評価に

関する参考資料～中学校 保健体育～(P54,55）

本単元で
配置した
指導事項

27

１ 発表者の実践ポイント ～単元の評価規準～

指導と評価の一体化を一層推進する観点から、（一部省略）

例示をすべての指導内容で示すこととした。
（学習指導要領解説 保健体育編

P15）

評価規準から３
つの観点の関連
がわかる。
☆３つの観点を関連付
けた効果的な指導

単元の評価規準（実践発表より）
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１ 発表者の実践ポイント ～学びの姿をより具体化する～

○指導内容の一層の
明確化

○何を問いかけ、称
賛するのか

○努力を要する状況
への手立て

「指導と評価の一体化」のための学習評価に

関する参考資料～中学校 保健体育～(P41）
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１ 発表者の実践ポイント ～指導の充実につながるポイント～

○オリエンテーショ
ンの充実
・動きのポイント
・目標の設定
・どのように学びを
進めていくのか
（学び方、ICTの活用）

・安全のポイント等

☆単元のゴールイメー
ジをもてることで、
生徒は主体的に学ん
でいく。

30

１ 発表者の実践ポイント ～指導の充実につながるポイント（続き）～

○「指導に生かす評価」の充実、継続
⇒何を「問いかけ、称賛」するのか
⇒一人一人に必要な手立ては 等

○指導改善に努める
⇒単元の目標につながる学習であったか
⇒生徒は主体的に学んでいたか、支援は十分であったか 等

31

２ 保健体育科の授業の充実に向けて ～運動の特性や魅力～

第１学年及び第２学年「目標」 ◇知識及び技能

（１）「運動の合理的な実践を通して、運動の楽しさや喜びを味わい、～」

それぞれの運動が有する特性や魅力に応じて、運動するこ

とそのものを楽しんだり、その運動の特性や魅力に触れたり

することが大事であることを示したものである。

(解説 保健体育編 P85)

(解説 保健体育編 P63)

★各運動により有
する特性や魅力
は異なる

例 器械運動は技に
挑戦し、できるこ
とを楽しむ。でも
陸上競技は、、、。
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２ 保健体育科の授業の充実に向けて ～「知識」の評価について～

「指導と評価の一体化」のための学習評価に

関する参考資料～中学校 保健体育～(P64）
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２ 保健体育科の授業の充実に向けて ～体育学習で「共生」を学ぶ～

生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質・能力の育成に向けては，体力や
技能の程度，性別や障害の有無等にかかわらず，運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有
することができるようにすることが重要である。

体力や技能の程度及び性別の違い等にかかわらず，仲間とともに学ぶ体験は，生涯にわ
たる豊かなスポーツライフの実現に向けた重要な学習の機会であることから，原則として
男女共習で学習を行うことが求められる。その際，心身ともに発達が著しい時期であるこ
とを踏まえ，運動種目によってはペアやグループの編成時に配慮したり，健康・安全に関
する指導の充実を図ったりするなど，指導方法の工夫を図ることが大切である。

また，障害の有無等にかかわらず，仲間とともに学ぶ体験は，生涯にわたる豊かなス
ポーツライフの実現とともに，スポーツを通した共生社会の実現につながる重要
な学習の機会であることから，本解説第３章の１の１（3）に示された内容等を参考に，
指導の充実を図ることが大切である。
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